
東京都帰宅困難者対策条例の概要

東京都は帰宅困難者対策を総合的に推進するための条例を施行しました。

都民の皆さん 大規模災害発生時に むやみに移動を開始しないでください

平成２５年４月1日施行

都民の皆さん、大規模災害発生時に、むやみに移動を開始しないでください

事業者の方は、従業員向けの３日分の水、食料等の備蓄をするようにしてください

■「むやみに移動を開始しない」一斉帰宅の抑制

一斉帰宅の抑制の推進

都民の取組

○災害時には、むやみに移動を開始せず、安全を確認した上で、職場や外出先
等に待機してください。

■家族との連絡手段を複数確保するなどの事前準備
○安心して職場に留まれるよう、あら

かじめ家族と話し合って連絡手段をかじめ家族と話し合って連絡手段を
複数確保するようにしてください。

○安全確保後の徒歩帰宅に備え、あらかじめ経路を確認するとともに、歩きや
すい靴などを職場に準備しておいてください。

事業者の取組

■従業員の一斉帰宅の抑制
○施設の安全を確認した上で、従業員を事業所内に留まらせてください。
○必要な３日分の水や食料などの備蓄に努めてください。

■従業員との連絡手段の確保など事前準備
○事業者は、あらかじめ、従業員との連絡手段を確保するとともに、従業員に

対して、家族等との連絡手段を複数確保することなどを周知してください。

■駅などにおける利用者の保護
○鉄道事業者や集客施設の管理者等は、駅や集客施設での待機や安全な場所へ

の誘導等 利用者の保護に努めてくださいの誘導等、利用者の保護に努めてください。

■生徒・児童等の安全確保
○災害時には、学校等の管理者等は、児童、生徒等を施設内に待機させるなど、

安全確保を図ってください。



従業員向けの備蓄の例（首都直下地震帰宅困難者等対策協議会※最終報告より抜粋）

①３日分の備蓄の量の目安
水：１人当たり１日３リットル、計９リットル 主食：１人当たり１日３食、計９食
毛布：１人当たり１枚

安 確 情報提供 体制整備

②備蓄品の例 水：ペットボトル入り飲料水 主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン 等

※首都直下地震帰宅困難者等対策協議会・・・東京都及び内閣府が、国の関係省庁、首都圏の地方公共団体、民間企業等
を構成員として、帰宅困難者対策について、情報を共有するとともに、横断的な課題や取組について検討を行うために
設置した。

安否確認と情報提供のための体制整備

通信事業者など、関係機関が連携して、帰宅困難者への情報提供体制の充実や
家族等との安否確認手段の周知、利用啓発を進めていきます。
○関係機関と連携して、安否確認の周知や災害関連情報提供のための体制整備を

行 て きます行っていきます。
○災害時には都民や事業者に対し、災害の状況や一時滞在施設の開設状況など、

必要な情報を提供していきます。

一時滞在施設の確保時滞在施設の確保

買い物客や行楽客などの行き場のない帰宅困難者は、行政のみならず、民間事
業者の協力をいただき、一時滞在施設で受け入れます。
○都立施設や都関連施設を一時滞在施設に指定しました。
○一時滞在施設の確保に向け、国や区市町村、民間事業者に対し、協力を求めて

いきますいきます。

○徒歩で帰宅する人を支援するため、水やトイレなどを提供する災害時帰宅支援
テ シ ンを確保していきます

帰宅支援

◆実施計画の策定

○条例で規定した内容を実施するための具体的運用方法や行政の必要な支援策等

ステーションを確保していきます。
○バスや船などの代替輸送手段を確保していきます。

をとりまとめた実施計画を策定しました。

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/news/20121113kitaku_plan.pdf

東京都帰宅困難者対策条ポータルサイト http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/kitaku_portal/index.html
問い合わせ先：東京都総合防災部 TEL:03-5388-2485 東京都防災Twitter @tokyo_bousai


